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要
旨

本
調
査
会
は
、
国
民
生
活
・
経
済
に
関
し
、
長
期
的
か
つ
総
合
的
な
調
査
を
行
う
た
め
、
第
二
百
回
国
会
の
令
和
元
年
十
月

四
日
に
設
置
さ
れ
、
三
年
間
の
調
査
テ
ー
マ
を
「
誰
も
が
安
心
で
き
る
社
会
の
実
現
」
と
決
定
し
た
後
、
一
年
目
は
、
調
査

テ
ー
マ
の
う
ち
、
「
困
難
を
抱
え
る
人
々
の
現
状
」
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

二
年
目
は
、
調
査
テ
ー
マ
の
う
ち
、
「
困
難
を
抱
え
る
人
々
へ
の
対
応
」
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
、
「
子
ど
も
を

め
ぐ
る
課
題
」
、
「
外
国
人
を
め
ぐ
る
課
題
」
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
国
民
生
活
・
経
済
へ
の
影
響
」
、

「
社
会
的
孤
立
を
め
ぐ
る
課
題
」
及
び
「
生
活
基
盤
の
安
定
に
向
け
た
課
題
」
の
各
調
査
項
目
に
つ
い
て
参
考
人
か
ら
意
見
を

聴
取
し
、
質
疑
を
行
っ
た
。
続
い
て
、
委
員
間
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
後
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
調
査
報
告
書
（
中
間
報
告
）

と
し
て
取
り
ま
と
め
、
六
月
二
日
、
議
長
に
提
出
し
た
。

ま
た
、
同
報
告
書
で
は
、
参
考
人
の
意
見
を
基
に
主
要
論
点
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。


